
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和４年７月２５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

 
グルメビルトインウォーマー 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

引き出しのような形状をしたビルトインタイプの器具で、電熱装置を熱源として食品の保

温、食器の温め及び低温での調理に使用する。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ・電気定格：AC100V、50-60Hz、0.7kW 

 ・庫内中心温度：最大 80℃ 

 ・幅：595㎜×高さ：141㎜×奥行：550㎜ 

 

○主な使用者、販売先 

・一般消費者 

 

 

 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電熱器具の「その他の調理用電熱器具」で対象とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

電熱装置を熱源とする機器で、食品の保温、食器の温めに加え、調理できるものであること

から調理用電熱器具に該当するものと考えられるが、政令に記載のある具体的な電気用品名の

うち属するものがないことから、「その他の調理用電熱器具」で対象とするのが妥当と考える。 

 

 

 

 

 

 


